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特集　ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況（一）

特
集ブ

ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集
団
訴
訟
制
度
を
通
じ
た
消
費
者
被
害
救
済
と
抑
止
手
法
の
現
況
（
一
）

解
題

「
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
六
」
の
開
催

薮　
　

本　
　

将　
　

典

一　
「
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
あ
ら
ま
し

　

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
二
日
、
本
塾
大
学
法
学
部
な
ら
び
に
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
と
の
共
催
に
よ
り
、「
日
本
ブ

ラ
ジ
ル
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
六
」
が
開
か
れ
た
。
こ
の
「
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
は
、
一
九
八
一
年
に
本

塾
大
学
法
学
部
と
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
学
術
交
流
協
定（

1
（

に
基
づ
き
、
東
京
と
サ
ン
パ
ウ
ロ
で
交
互
に
開

催
さ
れ
て
い
る
学
術
交
流
行
事
で
あ
る
が
、
以
下
直
近
の
も
の
か
ら
遡
っ
て
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
示
し
た
い（

（
（

。

　

・
二
〇
一
五
年
八
月
、「
日
伯
外
交
関
係
樹
立
一
二
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
開
催
（
於
サ
ン
パ
ウ
ロ
（
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・
二
〇
一
四
年
一
〇
月
、「
二
〇
一
四
秋
の
ブ
ラ
ジ
ル
法
実
務
講
演
会
（
全
二
回（

（
（

（」
開
催
（
於
本
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
（

　
・
二
〇
一
四
年
五
月
、「『
法
と
文
化
』
に
よ
る
新
た
な
日
伯
交
流
関
係
の
構
築
に
向
け
て
」
が
開
催
（
於
本
塾
大
学
三
田
キ
ャ

ン
パ
ス
（
さ
れ
る
と
共
に
、「
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
法
律
・
文
化
協
会
」（
本
林
徹
理
事
長
（
が
設
立
さ
れ
た（

（
（

。

　
・
二
〇
一
四
年
三
月
、
学
術
交
流
三
五
周
年
を
記
念
す
る
「
二
一
世
紀
の
法
発
展
」
開
催
（
於
サ
ン
パ
ウ
ロ
（

　
・
二
〇
一
三
年
四
月
、「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
法
の
現
状
と
展
望
」
開
催
（
於

　
本
塾
大
学
三
田
キ
ャ

ン
パ
ス（

（
（

（

　
・
二
〇
〇
八
年
八
月
、
本
塾
大
学
お
よ
び
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
の
両
医
学
部
と
共
に
「
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
一
〇
〇
周
年
・
慶
應
義
塾

創
立
一
五
〇
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
開
催
（
於
サ
ン
パ
ウ
ロ（

（
（

（

二
　「
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
六
」
の
概
要

　
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
施
行
の
「
消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
」
を
受
け
、「
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集

団
訴
訟
制
度
を
通
じ
た
消
費
者
被
害
救
済
と
抑
止
手
法
の
現
況
」
を
共
通
テ
ー
マ
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
制
度
創
設
に
関
わ
っ

た
専
門
家
や
集
団
訴
訟
実
務
に
携
わ
る
判
事
お
よ
び
検
事
に
よ
る
講
演
と
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
日
本
側
識
者
を
交
え
た
討
論
が
行

わ
れ
た
。

　
盛
況
の
う
ち
に
終
了
し
た
今
回
の
様
子
は
、
本
塾
大
学
法
学
部
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
サ
イ
ト（

（
（

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三
　
招
聘
講
演
者
の
紹
介

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
設
定
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
諸
分
野
の
第
一
人
者
と
目
さ
れ
る
方
々
を
ブ
ラ
ジ

ル
よ
り
招
聘
し
、
ご
講
演
を
お
願
い
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
の
討
論
に
も
ご
参
加
頂
き
、
深
い
見
識
を
存
分
に
ご
披
露
頂
い

た
。

　
以
下
、
招
聘
講
演
者
の
方
々
の
簡
単
な
紹
介
（
登
壇
順
（
を
も
っ
て
、
解
題
に
代
え
た
い
。

【
ア
ダ
・
ペ
レ
グ
リ
ー
ニ
＝
グ
リ
ノ
ー
ヴ
ェ
ル
（
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
教
授
（】

　
公
共
利
益
に
関
す
る
訴
訟
を
主
た
る
研
究
対
象
と
さ
れ
、
公
共
民
事
訴
訟
法
や
消
費
者
保
護
法
典
の
起
草
に
携
わ
っ
た
、
ブ
ラ

ジ
ル
に
お
け
る
当
該
分
野
の
第
一
人
者
で
あ
ら
れ
、
集
団
訴
訟
を
含
む
新
し
い
民
事
訴
訟
法
理
論
に
関
す
る
著
書（

（
（

を
新
た
に
出
版

さ
れ
た
。（
二
〇
一
七
年
七
月
ご
逝
去
。（

【
カ
ル
ロ
ス
・
ア
ル
ベ
ル
ト
・
デ
＝
サ
ー
リ
ス
（
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
高
裁
判
事
・
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
教
授
（】

　
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
高
裁
判
事
と
し
て
司
法
に
携
わ
る
一
方
、
仲
裁
・
調
停
、
そ
し
て
新
民
事
訴
訟
法
典
に
対
す
る
研
究
関
心
の
下
、

す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考（

（
（

に
お
い
て
、
公
共
利
益
の
訴
訟
あ
る
い
は
集
団
的
民
事
訴
訟
に
関
す
る
理
論
的
考
察
を
展
開
さ
れ
て
い

る
。

【
セ
ル
ジ
オ
・
ク
ル
ス
・
ア
レ
ン
ハ
ー
ル
ト
（
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
検
事
・
パ
ラ
ナ
連
邦
大
学
法
学
部
教
授
（】

　
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
検
事
と
し
て
、
公
衆
衛
生
の
分
野
に
お
け
る
集
団
訴
訟
実
務
（
特
に
、
国
外
で
認
可
さ
れ
て
い
る
が
、
ブ
ラ
ジ

ル
で
は
認
可
さ
れ
て
い
な
い
薬
に
関
す
る
訴
訟
（
に
精
通
し
、
公
共
民
事
訴
訟
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
や
、
集
団
的
・
個
別
的
権

利
の
保
護
に
関
す
る
研
究
書
を
も
の
し
て
お
ら
れ
る（

（1
（

。
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【
ツ
ヨ
シ
・
オ
ー
ハ
ラ
（
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
弁
護
士
（】

　

ご
く
数
の
限
ら
れ
た
公
証
翻
訳
人
に
し
て
、
四
〇
年
に
わ
た
り
在
サ
ン
パ
ウ
ロ
日
本
総
領
事
館
の
法
律
顧
問
を
務
め
ら
れ
た
、

比
類
な
い
経
験
豊
富
な
実
務
家
の
見
地
か
ら
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
的
利
益
保
護
団
体
の
一
例
と
し
て
、

「
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
協
会（

（（
（

（
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
（」
に
つ
い
て
ご
講
演
頂
い
た
。

【
マ
リ
オ
・
マ
サ
ノ
リ
・
イ
ワ
ミ
ズ
（
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
弁
護
士
（】

　

弁
護
士
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
社
の
企
業
法
務
に
長
年
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
、
熟
練
の
実
務
家
と
し
て

の
見
地
か
ら
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
制
度
と
企
業
法
務
が
直
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
ご
講
演
頂
い
た
。

【
カ
ズ
オ
・
ワ
タ
ナ
ベ
（
元
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
高
裁
判
事
・
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
教
授
（】

　

簡
易
裁
判
所
法
・
公
共
民
事
訴
訟
法
・
消
費
者
保
護
法
、
こ
れ
ら
三
つ
の
法
の
起
草
者
に
し
て
、
当
該
分
野
に
お
け
る
ブ
ラ
ジ

ル
屈
指
の
権
威
で
あ
ら
れ
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
研
究
の
一
環
と
し
て
、
最
近
で
は
民
事
手
続
の
承
認
に
関
す
る
著
書（

（1
（

を
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
錚
々
た
る
斯
界
の
泰
斗
が
一
堂
に
会
し
た
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
文
を
参
照
頂
く
と
し
て
、

講
演
に
お
い
て
惜
し
み
な
く
披
瀝
さ
れ
た
深
い
見
識
の
数
々
と
そ
れ
を
受
け
て
の
白
熱
し
た
討
論
が
、
わ
が
国
の
該
当
分
野
に
お
け

る
議
論
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
俟
た
な
い
。

（
1
（　

ブ
ラ
ジ
ル
の
み
な
ら
ず
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
と
本
塾
大
学
法
学
部
と
の
間
で
は
、
遡
る
こ
と

一
九
七
七
年
よ
り
学
術
交
流
に
向
け
た
調
整
が
持
た
れ
、
一
九
七
九
年
よ
り
実
質
的
な
学
術
交
流
が
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
サ
ン
パ

ウ
ロ
三
田
会
の
協
力
も
受
け
つ
つ
、
四
〇
年
余
の
長
期
に
わ
た
り
交
流
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
、
池
田
真

朗
「
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
・
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
交
流
史
」（
特
集
『
義
塾
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
』（「
塾
」
二
〇
一
四
年

SU
M

M
ER

（N
o.（（（

（
参
照
。
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（
（
（　

八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、
カ
ズ
オ
・
ワ
タ
ナ
ベ
、
森
征
一
、
ナ
オ
ミ
・
オ
ガ
サ
ワ
ラ

／
訳
リ
ミ
・
ハ
ラ
ダ
「
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
法
典
の
制
定
に
つ
い
て
」
法
学
研
究
六
五
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
（
三
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
（
（　http://w

w
w

.law
.keio.ac.jp/international_exchange/action/

（
（
（　

ブ
ラ
ジ
ル
側
の
「
伯
日
比
較
法
学
会
」（
ニ
ュ
ー
ト
ン
・
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ラ
理
事
長
（
に
対
応
す
る
、
日
本
側
の
組
織
を
目
指
し
て
創

設
さ
れ
た
本
会
の
趣
旨
な
ら
び
に
活
動
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
法
律
・
文
化
協
会
の
設
立
趣
旨
】

　

サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
（
Ｕ
Ｓ
Ｐ
（
と
慶
應
義
塾
大
学
の
両
法
学
部
は
、
一
九
七
〇
年
代
よ
り
三
五
年
超
に
わ
た
り
学
術
交
流
を
行
っ
て
き

た
。
本
学
術
交
流
の
新
た
な
「
か
た
ち
」
と
し
て
、
今
後
は
、
塾
全
体
の
社
中
協
力
（
三
田
会
を
含
む
慶
應
関
係
者
全
体
の
協
力
（
を
さ

ら
に
強
化
し
つ
つ
、
塾
外
賛
同
者
の
協
力
も
得
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
日
伯
交
流
基
盤
構
築
に
寄
与
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
、
三
五
年
の
学
術
交
流
の
実
績
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
塾
内
外
の
人
材
と
情
報
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
な
る

「
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
法
律
・
文
化
協
会
」
を
設
立
す
る
。
社
中
協
力
を
得
ら
れ
る
環
境
が
整
っ
て
い
る
塾
に
あ
っ
て
は
、
新
た
な
日
伯
関
係

構
築
に
向
け
て
、
慶
應
義
塾
の
果
た
す
役
割
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

【
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
法
律
・
文
化
協
会
の
具
体
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
】

①�　

慶
應
外
に
所
属
す
る
研
究
者
や
ブ
ラ
ジ
ル
人
留
学
生
、
な
ら
び
に
、
法
曹
界
・
ビ
ジ
ネ
ス
界
か
ら
日
伯
法
律
文
化
交
流
に
積
極
的
に

参
加
す
る
場
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
を
提
供
す
る
。

②�　

ブ
ラ
ジ
ル
法
律
文
化
の
人
材
育
成
の
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
学
術
文
化
交
流
の
将
来
的
発
展
に
つ
な
げ
る
。

③�　

外
国
法
・
外
国
地
域
研
究
と
し
て
は
新
し
い
分
野
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
法
研
究
・
文
化
研
究
を
発
信
す
る
場
と
な
り
、
研
究
ア
ウ
ト

リ
ー
チ
の
窓
口
と
し
て
機
能
す
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
律
と
い
え
ば
、
こ
の
協
会
に
聞
け
ば
何
か
分
か
る
と
い
う
程
度
に
学
術
レ
ベ
ル
と

協
会
認
知
度
を
高
め
る
。

④�　

学
術
界
（
法
学
を
中
心
と
し
つ
つ
、
関
連
す
る
他
の
学
問
領
域
も
含
む
（・
法
曹
界
・
ビ
ジ
ネ
ス
界
が
ブ
ラ
ジ
ル
を
軸
に
連
結
し
、

将
来
性
あ
る
豊
か
な
大
国
ブ
ラ
ジ
ル
と
日
本
の
揺
る
ぎ
な
い
関
係
作
り
に
貢
献
す
る
。

【
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
法
律
・
文
化
協
会
の
具
体
的
ア
ク
シ
ョ
ン
】

①�　
「
学
術
」、「
ビ
ジ
ネ
ス
」、「
社
会
」、「
交
流
」
と
い
う
四
つ
の
分
科
会
に
分
け
、
各
分
科
会
の
担
当
理
事
を
置
き
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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を
図
る
。「
学
術
」
で
は
法
学
を
中
心
と
し
つ
つ
、
そ
の
他
の
関
連
分
野
も
対
象
と
し
、「
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
は
経
済
学
お
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス

実
務
の
問
題
、「
社
会
」
で
は
在
日
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
就
労
や
生
活
に
関
わ
る
問
題
、「
交
流
」
で
は
、
移
民
の
歴
史
そ
の
他
の
問
題
を
中

心
に
取
り
扱
う
。

②�　

各
分
科
会
は
、
分
科
会
ご
と
に
年
間
複
数
回
の
研
究
会
を
行
い
、
年
一
回
行
う
大
会
に
て
そ
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
。
年
一
回
行

う
大
会
の
各
年
度
の
テ
ー
マ
は
、
各
分
科
会
の
研
究
の
進
捗
状
況
に
し
た
が
い
判
断
・
決
定
す
る
。

③�　

学
会
誌
発
行
そ
の
他
の
方
法
で
研
究
の
発
信
を
行
う
。

（
（
（　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
池
田
真
朗
「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
法
の
現
状
と
展
望
』
の
開
催
と
そ
の
成
果
」

法
学
研
究
八
六
巻
九
号
（
二
〇
一
三
年
（
一
～
四
頁
、
前
田
美
千
代
「『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
法
の
現
状
と
展

望
』
報
告
記
」
現
代
消
費
者
法
二
〇
号
（
二
〇
一
三
年
（
五
三
～
六
三
頁
参
照
。

（
（
（　

法
学
部
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
消
費
者
法
制
、
移
民
労
働
法
制
お
よ
び
取
引
法
制
（
民
法
債
権
法
・
会
社
法
（
に
分
か
れ
、
講
演

お
よ
び
討
論
が
行
わ
れ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
特
集
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
一
〇
〇
周
年
・
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
日
伯
比
較
法
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
法
学
研
究
八
一
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
八
年
（
参
照
。
ま
た
、
同
年
一
一
月
に
は
、
創
立
一
五
〇
年
記
念
・
法
学
部
交
流
事

業
と
し
て
、
消
費
者
法
に
関
す
る
講
演
お
よ
び
移
民
労
働
法
・
家
族
法
に
関
す
る
ス
タ
ッ
フ
セ
ミ
ナ
ー
を
主
軸
と
す
る
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
日
本
法
と
ブ
ラ
ジ
ル
法
」
が
、
東
京
・
三
田
で
開
催
さ
れ
た
。
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